
災 害 緩 衝 林 整 備 事 業

近年頻発する豪雨等の異常気象の増加をふまえ、流木や土砂の流出による災害発生の恐れの
ある危険渓流域の森林を対象に、流木災害等を抑制するため、①渓流内の危険木の除去、②
流木や土砂の流下を緩衝する渓流沿いの森林整備、③倒木や土砂の渓流への流入を抑制する
山腹斜面での森林整備など、災害緩衝林の整備を進めます。

近年頻発する豪雨等の異常気象の増加をふまえ、流木や土砂の流出による災害発生の恐れ
のある渓流沿いの森林を対象に、流木災害等を軽減するため、①渓流内の危険木の除去、②
流木や土砂の流下を緩衝する渓流沿いの森林整備、③倒木や土砂の渓流への流入を抑制する
山腹斜面での森林整備など、災害緩衝林の整備を進めます。

〈整備前の森林の状態〉

流出する恐れのある危険木が存在

間伐不足で過密小径な林分

下層植生がみられず表土が流出

（整備前）

〈整備区域〉

①渓流部：危険木の除去⇒流木発生抑制

②渓岸部：調整伐による立木の大径化促進⇒森林の抵

抗力の増加⇒流木・土砂等流下緩衝

③山腹部：調整伐による根系の発達促進、土砂止の設

置⇒斜面の安定化⇒流木・土砂等流出抑制

（整備後）

危険木の除去 伐倒木を利用した土砂止の設置

【整備区分横断図】

（整備後）
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